
 

第１１回知的財産保護官民合同訪中代表団（実務レベル・北京） 

結果概要 

 

２０１３年１２月 

 

１．派遣の概要 

国際知的財産保護フォーラム（IIPPF・事務局ジェトロ）は、１１月２６日（火）か

ら２９日（金）の間、第１１回知的財産保護官民合同訪中代表団（実務レベル）を北

京に派遣した。 

今回の訪中では、中国政府機関４機関（海関総署、最高人民検察院、国家質量監督

検験検疫総局、最高人民法院）との協議が実現した。各機関と IIPPFが提出する建議

事項につき、深堀の意見交換及び各種要請を行った。 

 

２．実施期間 

  平成２５年１１月２６日（火）～２９日（金） 

 

３．訪問先 

海関総署、最高人民検察院、国家質量監督検験検疫総局、最高人民法院 

 

４．訪問団メンバー 

（１）メンバー：産業界及び日本政府（経済産業省、特許庁、内閣官房知的財産戦略

推進事務局、外務省）の総勢約３０名 

（２）事務局  ：日本貿易振興機構 

 

５．訪問先別の意見交換テーマ 

（１）海関総署 

・海関保護条例の改正（申請期限、倉庫保管・廃棄費用の負担） 

・公安との連携強化（公安への移送効率化と立件状況） 

・海関に対する権利者からの届出や情報提供のための新システム構築 

・地方海関が行う写真提供の運用に関する課題 

・合法使用人登録の活用と再通関率の推移 

・OEM製品の輸出に関する運用及び海関の考え方 

 

（２）最高人民検察院 

・刑事手続の進捗に関する情報提供等、刑事手続の透明化を目指した上級検察院によ

る指導・監督の強化 

・刑法における不法経営額算定方法の見直し 

 

（３）国家質量監督検験検疫総局 

・権利者が再犯者を特定するための処罰決定情報の公開 

・製品品質法に基づく行政・刑事摘発状況 

 

（４）最高人民法院 



 

・義務を履行しない被執行人情報の公開等、法院による判決が遵守される環境の整

備・促進 

・侵害者に対する制裁強化、侵害者が保有している資料に対する積極的な文書提出命

令、改正商標法における損害賠償額の認定に関する法解釈 

 

 以 上 


